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問Ⅴ－５－①（会計監査人設置基準）  

公益法人は会計監査人を設置しなければならないのでしょうか。 

 

答 

１ 公益法人には、一般社団・財団法人以上に適正な財産の使用や会計処理が求

められます。そのため、法は認定基準において、会計監査人を置くものである

ことを要求しています（公益法人認定法第５条第 12号）。 

 

２ しかしながら、会計監査人の設置が費用負担を伴うものであること等にか

んがみ、一定の基準に達しない法人については会計監査人の設置を義務付け

ないこととしています。具体的には、①収益の額が 1,000億円未満、②費用及

び損失の額の合計額が 1,000億円未満、③負債の額が 50億円未満、の全ての

要件を充たす場合には会計監査人の設置は義務付けられません（公益法人認

定法施行令第６条）。 

 

（注）負債の額が 200億円を上回る場合には、一般社団・財団法人であっても会

計監査人の設置が義務付けられています（一般社団・財団法人法第２条、第 62

条及び第 171条）。 

 

３ 上記の基準により法令上会計監査人を置くことが義務付けられていない場

合であっても、会計監査人を設置すれば、公益法人認定法第５条第２号により

求められる経理的基礎の要件の情報開示の適正性を充たすことになります

（ガイドラインⅠ－２．（３）①）。 

 

４ なお、会計監査人を設置するためには、実際にその選任を行う必要があるこ

とはもちろんですが、その前提として定款に会計監査人を置く旨を定めるこ

とが必要となります。公益認定を申請する場合には、定款の定めや具体的な会

計監査人の選定についてもあらかじめ十分検討しておくことが必要です。 


